
Ⅱ 市町が定める都市計画の手続き 

１ 市が定める都市計画の手続きの流れ（市都市計画審議会を設置している場合） 

 

住民 市町 県 国

公聴会の開催等 

住民意見の反映 

 法16条１項 

地区計画等 

 土地所有者等の

意見聴取 

 法16条２項 

特定街区 

 土地所有者等の

同意 

 法17条３項 

原案作成協議（下協議）

原案確定

事前協議

案確定

交通基盤部長

回答

案の公告及び縦覧 

（２週間） 

法17条１項

意見書提出 

 法17条２項 

意見書要旨提出 

 法19条２項 

市都市計画審議会 

 法19条１項 

 

県知事回答 

 法19条３項 

告示 

 法20条１項 

縦覧公告 

図書の縦覧

法20条２項

図書の写し

送付 

法20条１項

縦覧公告 

図書の縦覧 

 法20条２項 

受付※１

都市計画決定

非法定事務

法定事務

法23条協議

県知事協議 
 法19条３項 

※１：法22条１項の規定に該当する場合に限る。
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